
全
化
計
画
を
、
ま
た
、
資
金
不
足
比
率
が
経

営
健
全
化
基
準
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
経
営

健
全
化
計
画
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
が
早
期
健
全

化
の
状
態
よ
り
も
さ
ら
に
悪
化
し
、
健
全
化

判
断
比
率
の
う
ち
、
実
質
赤
字
比
率
、
連
結

実
質
赤
字
比
率
、
実
質
公
債
費
比
率
の
い
ず

れ
か
が
、
財
政
再
生
基
準
以
上
と
な
っ
た
場

合
は
、
財
政
再
生
計
画
を
策
定
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

令
和
６
年
度
の
決
算
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た

串
間
市
の
健
全
化
判
断
比
率
お
よ
び
資
金
不

足
比
率
は
、
22
ペ
ー
ジ
下
表
の
と
お
り
で
す
。

今
後
も
、
数
値
の
検
証
分
析
を
進
め
、
健
全

化
に
努
め
ま
す
。

　

 �

財
務
課
財
政
係
☎
55

－

1
1
4
7

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
が�

�

一
時
停
止
し
ま
す

国
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

標
準
化
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
改
修
に
伴
い
、
串

間
市
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
が
２
週
間

停
止
し
ま
す
。
停
止
期
間
中
は
、
コ
ン
ビ
ニ

で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用
し
た
各

種
行
政
証
明
書
の
発
行
や
本
籍
地
登
録
申
請

が
で
き
ま
せ
ん
。

各
種
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
、
窓
口
へ
お

越
し
い
た
だ
く
か
、
郵
便
で
の
請
求
を
お
願

い
し
ま
す
。
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
停
止
期
間
】

11
／
25（
火
）～
12
／
８（
月
）

問

防
災
行
政
無
線
を
使
用
し
た
、�

�

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
試
験
放
送
を�

�

実
施
し
ま
す

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
時
に
備

え
、
次
の
と
お
り
情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま

す
。
こ
の
放
送
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）（
※
）を
用
い
た
放
送
で
、
日

本
全
国
で
同
様
の
試
験
放
送
が
行
わ
れ
ま
す
。

●�

日
時
＝
11
／
12（
水
）11
：
00

　
（
予
備
日
＝
12
／
3（
水
）
11
：
00
～
）

●�放送内容
放送手段 放送内容

防災行政
無線

市内に設置してある防災行政無線から、
一斉に、次のように放送されます。
【放送内容】
「ピンポンパンポン♪」
「これは、Ｊアラートのテストです」×３
「こちらは、防災串間市役所です」
「ピンポンパンポン♪」

（※）�Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情
報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えする
システムです。

　

 �

危
機
管
理
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☎
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－

1
1
2
0

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド�

ら
く
ら
く
出
張
申
請
の
ご
案
内

●�

出
張
申
請
と
は
…

・�

好
き
な
場
所（
自
宅
・
施
設
・
病
院
・
職
場

な
ど
）で
申
請
で
き
ま
す
。

問

・�

無
料
で
出
張
し
ま
す
！！

・�

申
請
時
間
は
、
お
１
人
さ
ま
10

分
程
度
！！

・�

カ
ー
ド
も
自
宅
ま
で
お
届
け
い

た
し
ま
す
！！

・�

申
請
希
望
者
１
名
で
も
お
申
し
込

み
可
能
で
す
。

●�

利
用
方
法

①�

ご
希
望
の
日
時
を
予
約　
す
る

　
日
時
が
決
定
し
た
ら
…

②�

職
員
が
ご
希
望
の
場
所
に
伺
い

ま
す（
写
真
撮
影
と
簡
単
な
書

類
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
）

　
以
上
で
申
請
は
完
了
で
す
！！

※�

カ
ー
ド
完
成
に
２
週
間
～
１
カ

月
程
度
要
し
ま
す
の
で
、
出
来

上
が
り
の
連
絡
を
お
待
ち
い
た

だ
き
ま
す
。

　
出
来
上
が
り
ま
し
た
ら
、
日
程

調
整
の
上
自
宅
ま
で
お
届
け
い
た

し
ま
す
。

　

 �

市
民
協
働
課
市
民
係�

�

☎
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－

１
１
１
７

畜
産
農
家
の
皆
さ
ん
へ

毎
月
20
日
は
、
県
内
一
斉
消
毒
の

日
で
す
。
消
毒
の
徹
底
で
家
畜
の

命
を
伝
染
病
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

 �

農
業
振
興
課
畜
産
係�

�
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－

１
１
２
９

問問

情 報 B O XI n f o r m a t i o n

ご
存
知
で
す
か
？
検
察
審
査
会　

～�

検
察
審
査
員
の
年
齢
が�

�

18
歳
以
上
に
～

開
始
か
ら
77
年
を
超
え
る
我
が
国
の
検
察
審

査
会
制
度
は
、
検
察
官
が
事
件
を
裁
判
に
か

け
な
か
っ
た
こ
と（
不
起
訴
処
分
）
の
よ
し

あ
し
を
、
選
挙
権
を
有
す
る
国
民
の
中
か
ら

「
く
じ
」で
選
ば
れ
た
11
人
の
検
察
審
査
員
が

審
査
す
る
国
民
参
加
型
の
大
切
な
制
度
で
す
。

令
和
８
年
度
の
候
捕
者
に
選
ば
れ
た
方
に

は
、
11
月
中
旬
頃
に
検
察
審
査
会
事
務
局
か

ら「
検
察
審
査
員
候
補
者
名
簿
へ
の
記
載
の

お
知
ら
せ
」
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
ご
協

力
の
程
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
ま
た
、
法
改
正
に
よ
り
、
令
和
５
年
度

の
候
補
者
か
ら
、
検
察
審
査
員
に
な
る
こ
と

が
で
き
る
年
齢
が
20
歳
以
上
か
ら
18
歳
以
上

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ご
不
明
な
点
な

ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

 �

宮
崎
検
察
審
査
会
事
務
局

　
☎
0
9
8
5

－

68

－

5
1
2
0

11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
ま
で
は

「
犯
罪
被
害
者
週
間
」
で
す

犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る

こ
と
を
目
的
に
、
平
成
16
年
12
月「
犯
罪
被

害
者
等
基
本
法
」
が
制
定
さ
れ
、
こ
の
法
律

に
基
づ
き
、
司
法
制
度
な
ど
の
改
正
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
国
や
地
方
公
共
団
体
、

警
察
、
民
間
の
被
害
者
支
援
団
体
等
が
連
携

協
力
し
て
、
犯
罪
被
害
者
等
支
援
に
関
す
る

問

取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
。「
犯
罪
被

害
者
週
間
」
は
、
こ
の「
犯
罪
被
害
者
等
基

本
法
」が
成
立
し
た
日（
12
月
１
日
）以
前
の

１
週
間（
11
月
25
日
～
12
月
１
日
）
を
期
間

と
し
ま
す
。
犯
罪
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
そ

の
ご
家
族
の
方
々
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
、

生
活
の
平
穏
へ
の
配
慮
の
重
要
性
な
ど
、
皆

さ
ま
に
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
定

め
ら
れ
ま
し
た
。
犯
罪
被
害
に
あ
わ
れ
た
方

や
そ
の
ご
家
族
の
方
々
は
、
犯
罪
に
よ
る
直

接
的
被
害
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
的
・
精
神

的
に
も
被
害
を
生
じ
る
こ
と
が
多
く
、
周
囲

の
支
え
が
大
き
な
力
に
な
り
ま
す
。こ
の「
犯

罪
被
害
者
週
間
」
を
機
会
に
、
一
層
の
ご
理

解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

串
間
市
の
健
全
化
判
断
比
率
な
ど
を

公
表
し
ま
す

■
令
和
６
年
度
の
決
算
に
基
づ
き
、
串
間
市

の
健
全
化
判
断
比
率
等
を
算
定
し
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す

る
法
律
」
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
５
つ
の
比

率
を
公
表
し
ま
す
。

（
１
）実
質
赤
字
比
率

一
般
会
計
等（
普
通
会
計
を
構
成
す
る
会
計
）

の
実
質
的
な
赤
字
額
が
、
標
準
的
な
収
入
に

対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な
る
の
か
を

示
し
ま
す
。

（
２
）連
結
実
質
赤
字
比
率

全
会
計
の
実
質
的
な
赤
字
額
が
、
標
準
的
な

収
入
に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な
る

の
か
を
示
し
ま
す
。

（
３
）実
質
公
債
費
比
率

一
般
会
計
等
の
実
質
的
な
借
入
金
の
返
済
額

が
、
標
準
的
な
収
入
に
対
し
て
ど
の
く
ら
い

の
割
合
に
な
る
の
か
を
示
し
ま
す
。

（
４
）将
来
負
担
比
率

一
般
会
計
等
が
抱
え
る
実
質
的
な
負
債
の
残

高
が
、
標
準
的
な
収
入
に
対
し
て
ど
の
く
ら

い
の
割
合
に
な
る
の
か
を
示
し
ま
す
。

※（
１
）か
ら（
４
）ま
で
の
比
率
を「
健
全
化

判
断
比
率
」
と
言
い
ま
す
。
数
値
が
大
き
い

ほ
ど
、
財
政
運
営
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
ま
す
。

（
５
）資
金
不
足
比
率

各
公
営
企
業
の
資
金
不
足
額
が
、
事
業
の
規

模
に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な
る
の

か
を
示
し
ま
す
。
数
値
が
大
き
い
ほ
ど
、
そ

の
会
計
に
お
け
る
財
政
運
営
が
悪
化
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
ま
す
。

健
全
化
判
断
比
率
の
う
ち
、
１
つ
で
も
早
期

健
全
化
基
準
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
財
政
健
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『�

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）�

控
除
証
明
書
』
が
送
付
さ
れ
ま
す
！

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お
よ
び
住
民

税
の
申
告
に
お
い
て
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
（
そ
の
年
の
１
月
１
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対
象

で
す
）。

　

社
会
保
険
料
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
が
手

元
に
届
い
た
ら
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
ま
で

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

【
令
和
7
年
10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
順
次
発
送
】

令
和
7
年
１
月
１
日
～
令
和
7
年
９
月
30
日
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
。

【
令
和
8
年
２
月
上
旬
に
発
送
】

　

令
和
7
年
10
月
１
日
～
令
和
7
年
12
月
31
日

ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
。

　

な
お
、ご
家
族
（
配
偶
者
や
お
子
さ
ま
な
ど
）

の
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、

ご
自
身
の
国
民
年
金
保
険
料
に
加
え
、
そ
の
保

険
料
に
つ
い
て
も
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

●�

『
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
』
に
つ
い
て
の
ご
照
会
は
、
控
除
証

明
書
の
は
が
き
に
表
示
さ
れ
て
い
る
電
話
番

号
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０

－

０
０
３

－

０
０
４�

�

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

■健全化判断比率

比率の名称 Ｒ６年度 Ｒ５年度 早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率 － － 14.04％ 20.00％

連結実質赤字比率 － － 19.04% 30.00%

実質公債費比率 7.4% 7.4% 25.0% 35.0％

将来負担比率 43.2% 38.6% 350.0%
※�「実質赤字比率」と「連結実質赤字比率」の「－」は、実質赤字額および連結実質赤字額
がないことを示しています。

■資金不足比率

特別会計の名称
資金不足比率 経営健全化

基準Ｒ６年度 Ｒ５年度
串間市水道事業会計 － － 20.0％

串間市病院事業会計 － － 20.0％

串間市下水道事業会計 － 20.0％

串間市農業集落排水事業特別会計 － 20.0％

串間市公共下水道事業特別会計 － 20.0％

串間市漁業集落排水事業特別会計 － 20.0％
※各会計の資金不足比率の「－」は、資金不足額がないことを示しています。
※�令和６年度より串間市農業集落排水事業特別会計、串間市公共下水道事業特別会計、
串間市漁業集落排水事業特別会計を統合し、串間市下水道事業会計となっております。
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